
○
告

示

変
更
箇
所

変

更

後

変

更

前

第
六
条

（
禁
止
区

域
）

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
右
欄
の
期
間
中
遊
漁
し
て
は

な
ら
な
い
。

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
右
欄
の
期
間
中
遊
漁
し
て
は

な
ら
な
い
。

区

域

期

間

区
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期

間
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（
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（
略
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大
野
川

大
分
市
宮
河

内
松
岡
大
橋
下
流
端
よ

り
下
流
側
四
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点
か
ら
下
流

方
向
へ
二
〇
メ
ー
ト
ル

下
っ
た
地
点
と
の
間
の

区
域

一
月
一
日
よ
り
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

（
新
設
）

（
新
設
）
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三

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
遊
漁
規
則
の

変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
九
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

大
野
川
漁
業
協
同
組
合

豊
後
大
野
市
犬
飼
町
久
原
六
百
八
十
六
番
地
五

二

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
三
号

三

遊
漁
規
則
の
変
更
の
内
容

四

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

令
和
五
年
四
月
一
日

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
遊
漁
規
則
の

変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
九
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

大
分
川
漁
業
協
同
組
合

令

和

四

年

第
三
四
二
号

九
月
十
三
日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
四
年
九
月
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



変
更
箇
所

変

更

後

変

更

前

第
五
条

（
禁
止
区

域
）

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の

ア
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

イ
欄
の
期
間
中
、
水
産
動
物
を
採
捕
し
て
は

な
ら
な
い
。

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の

ア
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

イ
欄
の
期
間
中
、
水
産
動
物
を
採
捕
し
て
は

な
ら
な
い
。

ア

区
域

イ

期
間

ア

区
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イ
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間
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七
瀬
川

大
分
市
大
字

下
宗
方
字
古
川
一
〇
二

七
番
に
管
理
者
が
設
置

し
た
標
木
か
ら
百
十
度

の
線
か
ら
上
流
の
七
瀬

川
の
区
域
の
う
ち
、
同

標
木
か
ら
大
分
自
動
車

道
高
架
下
流
端
ま
で
の

間

九
月
二
十
日
か
ら
十

一
月
二
十
日
ま
で

（
新
設
）

（
新
設
）
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道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

一
般
国
道
五

〇
〇
号

別
府
市
大
字
鶴
見
字
明
礬
一
三
四
三
番
三

か
ら

別
府
市
大
字
鶴
見
字
ザ
ッ
シ
ョ
ウ
原
一
二

九
三
番
一
一
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

二
〇
・
七

〜

七
・
一

メ
ー
ト
ル

六
三
六
・
四

後

三
三
・
二

〜
一
一
・
一

六
三
六
・
四
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道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

備
考

県
道
田
野
庄

由
布
市
庄
内
町
野
畑
字
向
畑

二
三
一
二
番
二
地
先
か
ら

由
布
市
庄
内
町
野
畑
字
川
久

保
二
〇
番
四
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

一
二
・
八

〜

三
・
八

メ
ー
ト
ル

八
七
二
・
一

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

大
分
市
大
字
田
原
字
下
川
原
四
百
五
十
一
番
九

二

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
八
号

三

遊
漁
規
則
の
変
更
の
内
容

四

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

令
和
五
年
四
月
一
日

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
四
年
九
月
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



内
線

由
布
市
庄
内
町
野
畑
字
向
畑

二
三
一
二
番
二
か
ら

由
布
市
庄
内
町
野
畑
字
川
久

保
二
〇
番
四
ま
で

後

Ａ

三
八
・
四

〜

三
・
八

八
七
二
・
一

分
を
い

う
。

Ｂ

三
八
・
四

〜

八
・
〇

八
〇
四
・
九
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道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

県
道
湯
平
温

泉
線

由
布
市
湯
布
院
町
下
湯
平
字
中
ノ
瀬
八
九

七
番
三
地
先
か
ら

由
布
市
湯
布
院
町
下
湯
平
字
中
ノ
瀬
八
九

六
番
一
地
先
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

八
・
八

〜

八
・
七

メ
ー
ト
ル

二
九
・
五

由
布
市
湯
布
院
町
下
湯
平
字
中
ノ
瀬
八
九

七
番
三
か
ら

由
布
市
湯
布
院
町
下
湯
平
字
中
ノ
瀬
八
九

六
番
一
ま
で

後

一
五
・
五

〜

八
・
七

二
九
・
五

県
道
高
崎
大

分
線

大
分
市
大
字
八
幡
字
御
馬
山
六
二
六
番
四

六
地
先
か
ら

大
分
市
大
字
八
幡
字
牛
ケ
谷
六
四
一
番
地

先
ま
で

前

八
・
〇

〜

三
・
〇

一
五
四
・
五

大
分
市
大
字
八
幡
字
御
馬
山
六
二
六
番
四

六
か
ら

大
分
市
大
字
八
幡
字
牛
ケ
谷
六
四
一
番
ま

で

後

二
三
・
二

〜

三
・
四

一
五
六
・
三
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道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
湯
平
温
泉
線

由
布
市
湯
布
院
町
下
湯
平
字
中
ノ
瀬
八
九
七
番
三
か

ら由
布
市
湯
布
院
町
下
湯
平
字
中
ノ
瀬
八
九
六
番
一
ま

で

令
四
・

九
・
一
三

県
道
高
崎
大
分
線

大
分
市
大
字
八
幡
字
御
馬
山
六
二
六
番
四
六
か
ら

大
分
市
大
字
八
幡
字
牛
ケ
谷
六
四
一
番
ま
で

○
公

告

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
警
察
指
掌
紋
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
用
機
器

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
警
察
本
部
刑
事
部
鑑
識
課

大
分
市
高
江
西
二
丁
目
二
番

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
九
州
支
店

九
州
支
店
長

齋

藤

義

弘

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
天
神
一
丁
目
十
番
二
十
号

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

令
和
四
年
九
月
十
三
日

三



五

落
札
金
額

五
百
二
十
四
万
七
千
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
四
年
五
月
二
十
日

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
四
年
九
月
十
三
日

四


